
資料１３２－７ 
 

 

 

電気通信事業法施行規則の一部改正について 

 

（諮問第３１６５号） 

 

 

 

＜目  次＞ 

 

 

１ 諮問書…………………………………………………１ 

 

２ 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案 

○概要……………………………………………………２ 

○新旧対照表……………………………………………21 

 

（参考） 

・告示案（料金指数の連続性を保つために必要な料金 

指数の修正の方法を定める件）………………………24 

 



1 
 

 

 

諮 問 第 ３ １ ６ ５ 号 
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総務大臣 松本 剛明 
 

 

 

 

諮 問 書 

 
 

電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 21

条第１項の規定による特定電気通信役務に係る省令委任事項を定めるた

め、別紙のとおり電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）

の一部を改正することとしたい。 

ついては、法第 169 条第４号の規定に基づき、上記のことについて諮

問する。 

（公印・契印省略） 



電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案

概要

IP網へのマイグレーションに伴う料金体系変更等を踏まえた
プライスキャップ規制に係る規定の整備

令 和 ５ 年 ３ 月 2 4 日
総 務 省
総 合 通 信 基 盤 局
料 金 サ ー ビ ス 課
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電気通信役務の利用者料金規制の基本的枠組み 3

国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供が
確保されるべき電気通信役務。

対象：電話（加入者回線アクセス、離島特例通話、緊急通報）
公衆電話（第一種公衆電話の市内通話、離島特例通話、緊急通報）
災害時用公衆電話
光IP電話（加入電話を提供する者の０ＡＢ～Ｊ番号を使用する音声伝送役務で、

基本料金額が一定の条件のもの）

ボトルネック設備を設置する電気通信事業者（NTT東日本・西日本）が、それらの設備
を用いて提供するサービスであって、他の電気通信事業者による代替的なサービスが十
分に提供されない電気通信役務。
例：NTT東日本・西日本の加入電話・ＩＳＤＮ・公衆電話・専用線

・フレッツ光・フレッツＩＳＤＮ・ひかり電話 等

指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務。

例：NTT東日本・西日本の加入電話・ＩＳＤＮ・公衆電話

契約約款を作成し、

総務大臣に届出

保障契約約款を作成し、

総務大臣に届出

プライスキャップ規制
の対象

基礎的電気通信役務

指定電気通信役務

特定電気通信役務

○ 利用者料金その他の提供条件については、累次の規制緩和を経て、原則、事前規制がかかっていない。

○ ただし、極めて公共性の高い分野等については、一定の規制。

○ 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当で
あるため、利用者の利益を阻害しているときは、料金の適正性を担保するため、契約約款変更命令や業務改善命令を課すこ
とができる。

具体的な規制内容



上限価格方式（プライスキャップ制度）について① 4

・料金水準を規制する手法の一つ。

・行政が物価上昇率、生産性向上率、費用情報等に基づき上限価格をあらかじめ設定し、上限価格方式による料金規制の対象となるサービスを

提供する電気通信事業者は、その料金水準が上限価格以下であれば、自由に料金設定を可能とするもの。

・上限価格方式は、電気通信事業者が料金水準を上限価格以下に維持し、コストを低減できれば、その分だけ超過利潤を得られるということから

自主的な効率化努力の誘因・動機付けを与える、いわゆる「インセンティブ規制方式」の一つ。

上限価格方式とは

・電気通信市場への参入自由化後、地域通信分野（加入者回線設備を用いるもの）では、ＮＴＴによる実質独占的なサービス提供が行われており、

その料金は横ばいで推移。

・こうした状況に鑑み、市場メカニズムを通じた適正な料金の水準の形成が困難であることが想定されるサービス（指定電気通信役務）のうち、

利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービス（特定電気通信役務）に対し、料金水準の上限（基準料金指数）を定めることにより、NTT東日本・

西日本に経営効率化努力のインセンティブを付与しつつ、市場メカニズムによる場合と同等の実質的な料金の低廉化を目的として、平成12年

（2000）10月から上限価格方式（プライスキャップ制度）を導入。（電気通信事業法第21条）

導入の経緯

・ＮＴＴ東日本・西日本が提供する音声伝送サービス（加入電話、ＩＳＤＮ、公衆電話）（電気通信事業法施行規則第19条の３）

・個別のサービスごとではなく、上限価格の対象役務種別のバスケットで基準料金指数を設定（電気通信事業法施行規則第19条の４）

プライスキャップ制度の対象サービス（特定電気通信役務）

種 別 対象サービス

音声伝送バスケット 加入電話・ＩＳＤＮ、公衆電話、番号案内料

加入者回線サブバスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金に限る）

・ＮＴＴ東日本・西日本の実際の料金指数が、種別ごとに、基準料金指数を下回るものであれば、個々の料金は届出で設定が可能。

・基準料金指数を超える料金の設定については、総務大臣の認可が必要。（電気通信事業法第21条第２項）

プライスキャップ制度の対象サービスの料金設定



上限価格方式（プライスキャップ制度）について② 5

・能率的な経営の下における適正な原価や物価その他の経済事情を考慮して設定する料金水準。

※１：CPI：消費者物価指数変動率

※２：外生的要因：消費税率や法人税率の変更等事業者の管理を超えたところで発生するコストの変化

・基準料金指数は、平成12年（2000）４月の料金水準を100として毎年算定し、毎年10月から１年間適用。

適用開始日の90日前（毎年６月末）までにＮＴＴ東日本・西日本に通知（電気通信事業法施行規則第19条の５、第19条の７）。

基準料金指数

・基準料金指数の算定に必要な生産性向上見込率（Ｘ値）は、３年ごとに生産性の伸びやコスト動向をもとに算定。（電気通信事業法施行規則第

19条の５第４項）

・Ｘ値は、「上限価格方式の運用に関する研究会」において算定。現在のX値は、令和３年（2021）年10月から令和６年（2024）年９月まで適用。

生産性向上見込率（Ｘ値）

（参考）

・Ｘ値は、その適用期間の最終年度に収支が相償するように算定され、具体的には次の式で表される。

収入×（１＋消費者物価指数変動率－Ｘ値）３＝ 費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税額

（CPI）

・これを、左辺をＸ値として整理すれば次のとおりであり、消費者物価指数変動率、費用、収入等の

予測値からＸ値を算定

Ｘ値＝１＋消費者物価指数変動率－ ３ （ 費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税額）÷収入

（CPI）

＜プライスキャップ規制のイメージ図＞

基準料金指数＝前適用期間の基準料金指数 ×（ １ ＋ CPI※1 – X値 ＋ 外生的要因※2 ）



上限価格方式（プライスキャップ制度）について③ 6

実際料金指数

料金指数＝
ΣPtiSi

×１００
ΣPoiSi

Ｐｔｉ：通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額
Ｐoｉ：法第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用され

る最初の基準料金指数の適用の日の六月前における料金額でＰｔｉに対応するもの
Ｓｉ：Ｐｔｉが適用される電気通信役務の基準年度における供給量

2000年料金（Poi） 2022年料金（Pti） 20２１年度通信量（Si）

A通話料 ２０円 ２４円 １００

B通信料 ３０円 ２５円 ５０

具体例

料金指数＝現在料金×現在トラヒック÷２０００年料金×現在トラヒック
＝（（24×100）＋（25×50））÷（（20×100）＋（30×50））×100＝104

現在の料金額×前年度のトラヒック

平成１２年（２０００年）４月の料金額×前年度のトラヒック

（電気通信事業法施行規則第19条の６）



上限価格方式の運用に関する研究会中間取りまとめ（令和５年２月13日）
諮問関係部分抜粋 7

（県間通話・国際通話の扱い）

・ 県間通話については、全国一律の料金として県内通話（市内通話及び県内市外通話）と同様の条件で提供されるものであることから、県内

通話と区別する必要性はなく、プライスキャップ規制の対象として取り扱うことが適当である。

・ 国際通話については、対地国によりその料金幅等が多様であること、コストの約７割が国際中継アクセスチャージであることから、NTT東日

本・西日本による料金設定の裁量の範囲が少ないため、プライスキャップ規制にはなじまず、対象外として取り扱うことが適当である。

（実際料金指数の算出方法）

・ 料金指数算出のためのトラヒックは、距離段階別トラヒックをプライスキャップ制度のためだけに求めることは規制対応コストの観点から望ま

しくなく、料金指数の算出方法を簡素なものとするためにも、全国一律となる料金体系に合わせて、全国一括とすべきである。

・ 基準料金は、プライスキャップ制度開始以降の料金指数との連続性を保つため、現在の平成12年４月時点から料金体系が変更される令和６

年１月時点の料金に変更し、これを平成12年４月時点料金を基準に用いて算出した令和６年１月時点の料金指数で割り戻すべきである。

・ 県間通話を令和６年１月からプライスキャップ制度の対象とする場合、制度開始時からの料金指数水準に影響を与えないように、県間通話

導入時（令和６年１月）時点の料金を現在の既存対象サービスの料金指数（平成12年４月時点を基準とした令和６年１月時点の料金）で割り戻

し、県間通話に係る基準料金として設定することが適当である。

・ なお、NTT東日本・西日本のメタルIP電話は全国一律料金で提供されるため、令和６年１月以降の実際料金指数は同一の算出単位とすべき

である。

１．IP網へのマイグレーションに伴う料金体系変更への対応

・ 音声伝送バスケットに占める加入者回線サブバスケットの割合が年々上がっており、また、X値も音声伝送バスケットと加入者回線サブバス

ケットに同じ値を適用しているなかで、サブバスケットを撤廃することが適当である。

２．対象サービスの検討

１． NTT東西のIP網への移行により、令和６年１月からNTT東西の加入電話が、基本料は現状と同額のまま、通話料が全国一律料金に改定

（料金体系の変更）される。

２． 現在のプライスキャップ規制は、音声伝送バスケットと加入者回線サブバスケット単位で基準料金指数を設定しているが、２つのバスケット

の内容が近接してきている。



制度改正の概要 8

１．IP網へのマイグレーションに伴う料金体系変更への対応【令和６年１月１日施行】

①マイグレーション後に新たに提供するサービスの扱い

 「特定電気通信役務の範囲」として、「指定電気通信役務」の「音声伝送役務」から国際通話を対象外とする。 【施行規則第19条の３】

②実際料金指数の算出方法

 実際料金指数算出のための基準料金を、現在の平成12年４月時点から料金体系が変更される令和６年１月時点の料金に変更する。【新

規告示】＜諮問対象外＞

 変更した基準料金については、プライスキャップ制度開始以降の料金指数との連続性を保つため、平成12年４月時点の料金を基準に

用いて算出した令和６年１月時点の料金指数で調整を行う。【新規告示】＜諮問対象外＞

 令和６年１月から提供が開始され、プライスキャップ制度の対象となる県間通話については、制度開始時からの料金指数に影響を与え

ないようにするため、令和６年１月時点の料金を、既存対象サービスの平成12年４月時点の料金を基準に用いて算出した令和６年１月

時点の料金基準で調整を行う。 【新規告示】＜諮問対象外＞

２．対象サービスの検討【令和５年10月１日施行】

①加入者回線サブバスケットの廃止

 「特定電気通信役務の種別」として設定している加入者回線サブバスケットを撤廃する。 【施行規則第19条の4】

※施行規則：電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）
※青字：改正規則又は新設告示



9１．①新たに提供するサービスの扱い

基本料（月額・税込） 現状 ＩＰ網への移行後

事務用 住宅用 事務用 住宅用

加入電話
（注）

3級取扱所 2,750円 1,870円

現状と同額2級取扱所 2,585円 1,705円

1級取扱所 2,530円 1,595円

通話料（税込） 現状 ＩＰ網への移行後

固
定
電
話
発

固定電話着
昼間・夜間：9.35円/3分〜11円/45秒
深夜・早朝：9.35円/4分〜11円/90秒

＜距離段階・時間帯別・県間通話未提供＞

9.35円/3分
＜全国一律・全時間帯＞

携帯電話着 17.6円/分 現状と同額

050IP電話着
11.55〜11.88円/3分

＜事業者別＞
11.55円/3分

公
衆
電
話
発

固定電話着
昼間・夜間：56秒/10円〜8秒/10円

深夜・早朝：76秒/10円〜13.5秒/10円
＜距離段階・時間帯別＞

56秒/10円
＜全国一律・全時間帯＞

携帯電話着 15.5秒/10円 現状と同額

050IP電話着 17.0〜18.0秒/10円 18.0秒/10円

（注）施設設置負担金の支払いを要するプランのダイヤル回線用の場合

固定発国際通話 提供なし
9円～/1分

＜国・地域別料金＞

○ 令和６年１月以降、NTT東西において距離別料金体系が撤廃され、県間通話を含む全国を対象に一律料金として提供される予定。

○ また、固定電話からの国際通話も新たに提供開始される予定。



10１．①県間通話・国際通話の扱い

◆電気通信事業法施行規則（以下「施行規則」という）

改正案

改正後 改正前※

第十九条の三 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信

役務は、第十八条で定める指定電気通信役務であつて、加入電

話、公衆電話（第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務を除

く。）及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務（国

際電話及び国際総合デジタル通信サービスに係るものを除く）

とする。

第十九条の三 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信

役務は、第十八条で定める指定電気通信役務であつて、次に掲

げるもの以外のものとする。

一 加入電話、公衆電話（第十四条第二号の二に掲げる電気通

信役務を除く。）及び総合デジタル通信サービスを除く音

声伝送役務

二 データ伝送役務

三 専用役務

✓ 県間通話については、県内通話と同様の条件で提供されるものであることから県内通話と区別する必要性はなく、プライスキャップ規制の対象と
して取り扱うが、「加入電話、公衆電話及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務」に含まれるため改正措置は不要。

✓ 国際通話については、対地国によりその料金幅等が多様であることなどから、NTT東日本・西日本による料金設定の裁量の範囲が少なく、プライ
スキャップ規制の対象外とすることが適当であるため、「電話及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務」から国際通話を除く改正を行う。

音声伝送役務
（加入電話、公衆電話及び総合デジタル通信サービス）

音声伝送役務
（加入電話、公衆電話及び

総合デジタル通信サービスを除く）＜現１号＞

データ伝送役務＜現２号＞

専用役務＜現３号＞

国際電話及び国際総合デジタル通信サービス

【特定電気通信役務の範囲】

指定電気通信役務

※ 当該規定は、諮問第３１６２号（令和５年３月３日）
にて、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問中の
改正事項を反映したもの。



11（参考）国際通話トラヒックの推移・国際通話コストの構成

【国際通信トラヒック推移】

（出典）総務省：通信量からみた我が国の音声通信利用状況

【国際電話の発着信別通信時間の推移】【国際電話の発着信別通信回数の推移】

【国際通話コストの構成】

（出典）上限価格方式の運用に関する研究会（第１回）
NTT東日本・西日本提出資料



12１．②実際料金指数の算出方法

一律 全国

基準料金

前年度トラヒック

全国

現在料金

前年度トラヒック

一律
（R6.1料金
を調整※）

区域内

隣接料金

～20km

・・・

100km～

区域内

隣接料金

～20km

・・・

100km～

基準料金
（H12年４月）

前年度トラヒック

区域内

隣接料金

～20km

・・・

100km～

区域内

隣接料金

～20km

・・・

100km～

現在料金

前年度トラヒック

【現行】 【令和６年１月以降】

※平成12年４月時点
の料金を基準に用
いて算出した令和６
年１月時点の料金
指数により調整。

○ 現行の実際料金指数は、距離別料金を前提として算出されていることから、令和６年1月のNTT東西の料金体系変更に伴い、全国一律料金を前

提とした算出方法に変更する。

○ プライスキャップ制度開始以降の料金指数との連続性を保つため、実際料金指数を算出するための基準料金を、平成12年４月時点料金から、

平成12年４月時点の料金を基準に用いて算出した令和６年１月時点の料金指数で調整した令和６年１月時点料金に変更する。

料金指数＝

Σ料金区分毎の現在料金 × 料金区分毎の前年度のトラヒック
（Ｐｔｉ） （Ｓｉ）

×１００
Σ料金区分毎の基準料金額 × 料金区分毎の前年度トラヒック

（Ｐoｉ） （Ｓｉ）



13１．②実際料金指数の算出方法（基準料金）
◆施行規則

（料金指数の算出方法）

第十九条の六 法第二十一条第一項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。

料金指数＝（ΣＰｔｉＳｉ／ΣＰｏｉＳｉ）×１００

Ｐｔｉは、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額

Ｐｏｉは、法第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に

適用される最初の基準料金指数の適用の日の六月前における料金額でＰｔｉに対応するもの

Ｓｉは、Ｐｔｉが適用される電気通信役務の基準年度における供給量

２ 前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定める

ものとする。

プライスキャップ制度開始以降の料金指数と変更後の料金体系に基づく料金指数の連続性を保つための、
料金体系変更後の基準料金（Poi）について告示で規定

諮問対象外

① 令和６年１月に料金体系が変更される役務（市内・市外通話料等）：変更後料金を、対象役務の「平成12年４月時点料金を基準に用いて算出した

令和６年１月時点の料金指数」（修正指数）で割り戻したものを基準料金（Poi）とする。

② 令和６年１月から新たに提供される役務（県間通話料）：新料金を、類似する役務の修正指数で割り戻したものを基準料金（Poi）とする。

※料金体系に変更のない役務（基本料等）：基準料金の変更は行わず、平成12年４月時点の料金を引き続き使用する。

令和６年１月時点料金

令和６年１月に料金変更される役務の
平成12年４月料金基準の

令和６年１月時点の料金指数
【修正指数】

令和６年１月以降の
基準料金（Poi）

÷ =

① 固定電話
市内・市外通話料

② 固定電話
県間通話料

8.5円/３分
（税抜）

①市内・市外通話料の料金指数
（東日本XX、西日本YY）

②類似する役務の料金指数
（県間通話の場合、市内・市外通話）

（東日本XX,西日本YY）

東日本：8.5円÷XX/３分
西日本：8.5円÷YY/３分

【基準料金の修正イメージ】



◆新規告示（料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定める件（総務省告示○○号））

14１．②実際料金指数の算出方法（指数調整） 諮問対象外

告示案

電気通信事業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）第十九条の六第二項の規定に基づき、料金指数の連続性を保つために

必要な料金指数の修正の方法を次のように定め、令和六年一月一日から施行する。

電気通信事業法施行規則第十九条の六第一項の規定により、料金指数（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二十一

条第一項に規定するものをいう。）を算出する際に用いるＰｏｉは、次の各号に掲げる特定電気通信役務にあっては、当該各号に定

める方法により修正したものとする。

一 この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に提供されている特定電気通信役務であって、施行日に料金額を変更する

もの 当該変更後の料金区分ごとに、施行日時点の料金を、次の式により算出する指数（以下「修正指数」という。）で除する

方法【対象：県内通話に係る加入電話、公衆電話、ISDN】

修正指数＝ΣＰｔｉ’Ｓｉ’／ΣＰｏｉ’Ｓｉ’

Ｐｔｉ’は、変更後の料金区分に含まれる施行日の前日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分に対応する施行日時点の料

金額【令和６年１月１日に全国一律化した料金を変更前の距離別区分に対応させるもの】

Ｐｏｉ’は、変更後の料金区分に含まれる平成十二年四月一日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額【平成

12年４月時点の料金】

Ｓｉ’は、変更後の料金区分に含まれる施行日の前日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分に対応する電気通信役務の令

和四年度における供給量【距離別料金に係る区分を踏まえた供給量（トラヒック等）】

二 施行日から新たに提供される特定電気通信役務 施行日時点の料金を、類似する特定電気通信役務の修正指数で除する方法

【対象：県間通話に係る加入電話、公衆電話、ISDN】



２．①加入者回線サブバスケットの扱い 15

平成16年度 平成19年度 平成22年度 平成25年度 平成28年度 令和元年度

収入
NTT東日本 74.6% 80.8% 84.4% 86.7% 88.9% 90.3%

NTT西日本 73.9% 81.2% 85.5% 87.3% 89.2% 90.5%

費用
NTT東日本 74.8% 87.3% 88.9% 90.1% 90.5% 91.0%

NTT西日本 75.2% 87.5% 90.1% 90.5% 91.1% 91.2%

【音声伝送バスケットと加入者回線サブバスケット】
種 別 対象サービス

音声伝送バスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金、通話・通信料）、公衆電話（通話・通信料）、番号案内料

加入者回線サブバスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金）

【音声伝送バスケットに加入者回線サブバスケットが占める割合】

X値 理由

平成１８年 ＣＰＩ連動 具体的なX値の算定が困難

平成２１年 ＣＰＩ連動 具体的なX値の算定が困難

平成２４年 ＣＰＩ連動 具体的なX値の算定が困難

平成２７年 音声伝送バスケット準用 音声伝送バスケットに占める割合が高く、同一視できる水準

平成３０年 音声伝送バスケット準用 音声伝送バスケットに占める割合が高く、同一視できる水準

令和３年 音声伝送バスケット準用 音声伝送バスケットに占める割合が高く、同一視できる水準

【加入者回線サブバスケットのX値】

○ 音声伝送バスケットに占める加入者回線サブバスケットの割合が年々上がっており、また、X値も音声伝送バスケットと加入者回線サブバスケット

に同じ値を適用しているなかで、サブバスケットを維持する必要性が低下している。



16２．①加入者回線サブバスケットの扱い

◆施行規則

改正案

改正後 改正前

（特定電気通信役務の種別）

第十九条の四 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通

信役務の種別は、音声伝送役務とする。

（特定電気通信役務の種別）

第十九条の四 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通

信役務の種別は、次のとおりとする。

一 音声伝送役務

二 音声伝送役務であつて第一種指定端末系伝送路設備（第

一種指定電気通信設備である固定端末系伝送路設備をい

う。以下同じ。）のみを用いて提供されるもの

✓ 特定電気通信役務の対象として設定している加入者回線サブバスケットを、次期基準料金指数適用期（令和５年10月1日）より撤廃する。

種 別 対象サービス

音声伝送バスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金、通話・通
信料）、公衆電話（通話・通信料）、番号案内料

加入者回線サブバスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金）

【特定電気通信役務の種別】

音声伝送役務であつて第一種指定端末
系伝送路設備（第一種指定電気通信設
備である固定端末系伝送路設備をいう。
以下同じ。）のみを用いて提供されるもの
（現２号）

※「第一種指定端末系伝送路設備」の定義については、施行規則第23
条の２第４項第３号に追加。



スケジュール（想定） 17

令和５年
３月 ４月 ５月 ６月 ７月

情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会

3/24 5月

パブリックコメント
3/25～4/24

諮問 答申

官報掲載手続
省令施行（10/1～※）

※サブバスケット撤廃に係る改正
以外はR６.1.1から施行



基準料金指数と実際料金指数の推移①（音声伝送バスケット） 18

100

97.8

95.5
94.8 94.6 94.1 94.4 94.9 95.2 95.1 95.1

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

H11.10 H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H20.10 H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.10 H28.10 H29.10 H30.10 R1.10 R2.10 R3.10 R4.10 R5.10

基準料金指数

実際料金指数

（ＮＴＴ東日本）
実際料金指数
（ＮＴＴ西日本）

CPI:2.7%

CPI:0.2%

CPI:▲0.1%

CPI:0.5%

CPI:0.7%

CPI:0.5%

市内通話料値下げ（昼間の例）
H13.1（東のみ）(10円→   9円/3分)
H13.5（東）（ 9円→8.5円/3分）
H13.5（西)(10円→8.5円/3分）

基本料値下げ(H17.1)
(ダイヤル回線・住宅用の例）

(1,750円→1,700円(3級局))
(1,600円→1,550円(2級局))

施設設置負担金値下げ(H17.3)
(72,000円→36,000円)

トラヒック減による
基本料比率の拡大

ユニバ料設定
（Ｈ１９．２、７円）

・ユニバ料値下げ
（７円→５円→３円）
・通話料割引率の拡大

県内市外
通話料
値下げ
(H12.10）

CPI:▲0.3%

CPI:▲0.5%
CPI:▲1.0%

ＮＣＣの直収電話サービス開始
・平成電電（ＣＨＯＫＫＡ）（H15.7）
・日本テレコム（おとくライン）（H16.12）
・ＫＤＤＩ（メタルプラス）（H17.2）

X値：CPI X値：CPIX値：CPIX値：CPIX値：1.9 X値：0.4 X値：0.2

東：97.4 東：92.9 東：92.6 東：92.6 東：92.7 東：85.9 東：86.2 東：86.6 東：87.2 東：87.4 東：87.6 東：87.7 東：86.7 東：86.7 東：86.7 東：86.7 東：86.7 東：86.7 東：86.6 東：86.7 東：86.6 東：86.6 東：86.3

西：97.8 西：93.0 西：92.6 西：92.6 西：92.7 西：86.4 西：86.9 西：87.5 西：88.0 西：88.3 西：88.5 西：88.5 西：88.2 西：88.2 西：88.3 西：88.2 西：88.2 西：88.2 西：88.1 西：88.1 西：88.0 西：88.0 西：87.6

※ Ｘ値･･･生産性向上見込率
※ ＣＰＩ・・・消費者物価指数変動率
※ 音声伝送サービス全体は、加入電話・ＩＳＤＮ（施設設置負担金・基本料・通話料・通信料）、公衆電話（通話料・通信料）を対象とする。

92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7

X値：0.1

CPI:0%

CPI:0.1%

（税抜）



基準料金指数と実際料金指数の推移②（加入者回線サブバスケット） 19

102.3
102.1

101.6

101.9
102.4 102.7 102.6 102.6

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

H11.10 H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H20.10 H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.10 H28.10 H29.10 H30.10 R1.10 R2.10 R3.10 R4.10 R5.10

基準料金指数

実際料金指数

（ＮＴＴ東日本）
実際料金指数
（ＮＴＴ西日本）

X値：CPI X値：CPIX値：CPIX値：CPIX値：CPI X値：0.4 X値：0.2

CPI:2.7%
CPI:0.2% CPI:▲0.1%

CPI:0.5%

CPI:0.7%

CPI:0.5%

基本料値下げ(H17.1)
(ダイヤル回線・住宅用の例）

(1,750円→1,700円(3級局))
(1,600円→1,550円(2級局))

施設設置負担金値下げ(H17.3)
(72,000円→36,000円)

ＮＣＣの直収電話サービス開始
・平成電電（ＣＨＯＫＫＡ）（H15.7）
・日本テレコム（おとくライン）（H16.12）
・ＫＤＤＩ（メタルプラス）（H17.2）

東：100 東：100 東：100 東：100 東：100 東：95.8 東：95.7 東：95.8 東：95.7 東：95.7 東：95.7 東：95.6 東：95.3 東：95.3 東：95.3 東：95.2 東：95.1 東：95.1 東：95.0 東：95.0 東：94.9 東：95.1 東：94.9

西：100 西：100 西：100 西：100 西：100 西：96.1 西：95.9 西：96.1 西：96.0 西：96.0 西：96.0 西：95.9 西：95.6 西：95.6 西：95.6 西：95.5 西：95.5 西：95.4 西：95.3 西：95.3 西：95.3 西：95.3 西：95.2

ユニバ料設定
（Ｈ１９．２、７円）

・ユニバ料値下げ
（７円→５円→３円）

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

X値：0.1

CPI:0%

CPI:0.1%

※ Ｘ値･･･生産性向上見込率
※ ＣＰＩ・・・消費者物価指数変動率
※ 加入者回線サブバスケットは、加入電話・ＩＳＤＮ（施設設置負担金・基本料に限る）を対象とする。

（税抜）



電気通信役務の利用者料金規制の基本的枠組み（概要図） 20

全ての電気通信役務

指定電気通信役務
（保障契約約款届出対象役務）
（ボトルネック設備を設置する電気通信事業者が、
それらの設備を用いて提供するサービスであって、
他の電気通信事業者による代替的なサービスが
十分に提供されない電気通信役務）

競争事業者の
・電話（通話）
・ＦＴＴＨ
・ＡＤＳＬ
・ＩＳＤＮ
・専用サービス
・ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話※1及び０５０－ＩＰ電話）

携帯電話、ＰＨＳ、インターネット接続サービス 等

ＮＴＴ東日本・西日本の
・ＦＴＴＨ ＜フレッツ光、フレッツ光ネクスト＞

・専用サービス ＜一般専用サービス 等＞

・0AB～J－ＩＰ電話 ＜ひかり電話＞※２

・その他 ＜フレッツＩＳＤＮ 等＞

※１ 基礎的電気通信役務に該当する０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話を除く

※２ ひかり電話のうち、加入電話に相当するものは、
基礎的電気通信役務にも該当

ＮＴＴ東日本・西日本の
・その他 ＜フレッツＡＤＳＬ 等＞

ＮＴＴ東日本・西日本の
・加入電話（市内通話、県内市外通話等）
・ＩＳＤＮ（加入者回線アクセス、市内通話、県内市外通話）
・公衆電話（基礎的電気通信役務以外）

特定電気通信役務
（プライスキャップ規制対象役務）
（指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務）

競争事業者の
・電話

（加入者回線アクセス、離島特例通話、緊急通報）
・加入電話に相当する０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話

（加入電話を提供する者の0AB～J番号を使用する音声伝送役務で、基本料金の額が一定の条件のもの）

ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話に相当する０ＡＢ～Ｊ－ＩＰ電話（基本料）
（加入電話を提供する者の0AB～J番号を使用する音声伝送役務で、基本料金の額が一定の条件のもの）

基礎的電気通信役務（契約約款届出対象役務）
（国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提
供が確保されるべき電気通信役務）

ＮＴＴ東日本・西日本の
・加入電話（加入者回線アクセス、離島特例通話、緊急通報）
・第一種公衆電話※３（市内通話、離島特例通話、緊急通報）

※３ 戸外における最低限の通信手段として設置（市街地においては１km四方に１台、それ以外の地域においては
2ｋｍ四方に１台設置。）されている公衆電話



○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
）

第
十
九
条
の
三

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
第
十
八
条
で
定
め
る
指
定

電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
加
入
電
話
、
公
衆
電
話
（
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除

く
。
）
及
び
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
音
声
伝
送
役
務
（
国
際
電
話
及
び
国
際
総
合
デ
ジ
タ
ル
通

信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

［
削
る
］

第
十
九
条
の
三

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
第
十
八
条
で
定
め
る
指
定

電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

加
入
電
話
、
公
衆
電
話
（
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。
）
及
び
総
合
デ
ジ

タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
音
声
伝
送
役
務

二

デ
ー
タ
伝
送
役
務

三

専
用
役
務

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
種
別
）

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
種
別
）

第
十
九
条
の
四

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
の
種
別
は
、
音
声
伝
送
役
務
と

す
る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

第
十
九
条
の
四

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
の
種
別
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

音
声
伝
送
役
務

二

音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
で
あ
る
固
定

端
末
系
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
指
定
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

総
務
大
臣
は
、
当
該
指
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

［
２
・
３

略
］

４

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
当
該
設
備
と
の
接
続
が
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
電
気
通
信
の
総
合
的
か
つ
合
理
的
な
発
達
に
不
可

欠
な
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

三

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
二
号
の
設
備
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報
の
管
理
、
電
気

通
信
役
務
の
制
御
及
び
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
設
備
そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
付
随
す
る
設

備
［
四

略
］

第
二
十
三
条
の
二

［
同
上
］

［
２
・
３

同
上
］

４

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
及
び
前
二
号
の
設
備
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報

の
管
理
、
電
気
通
信
役
務
の
制
御
及
び
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
設
備
そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
設
備

に
付
随
す
る
設
備

［
四

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
四
の
改

正
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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1頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
十
九
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

料
金
指
数
の
連
続
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
料
金
指
数
の
修
正
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
料
金
指
数
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十

九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う

。
）

を
算
出
す
る
際
に
用
い
る
Ｐ
ｏ
ｉ
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
修
正
し
た
も
の
と
す
る
。 

一 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

。
）

前
に
提
供
さ
れ
て
い
る
特
定
電
気
通
信
役
務
で
あ
っ
て

、
施
行
日
に
料
金
額
を
変
更
す
る
も
の 

当
該
変
更
後
の
料
金
区
分
ご
と
に
、
施
行
日
時
点
の
料
金
を
、
次
の
式
に

よ
り
算
出
す
る
指
数
（
以
下
「
修
正
指
数
」
と
い
う

。
）

で
除
す
る
方
法 

 

 

修
正

指
数

＝
Σ

Ｐ
ｔ

ｉ
’

Ｓ
ｉ

’
／

Σ
Ｐ

ｏ
ｉ

’
Ｓ

ｉ
’

 

Ｐ
ｔ

ｉ
’

は
、

変
更

後
の

料
金

区
分

に
含

ま
れ

る
施

行
日

の
前

日
時

点
の

通
信

の
距

離
及

び
速

度
そ

の
他

の
料

金
区

分
に

対
応

す
る

施
行

日
時

点
の

料
金

額
 

Ｐ
ｏ

ｉ
’

は
、

変
更

後
の

料
金

区
分

に
含

ま
れ

る
平

成
十

二
年

四
月

一
日

時
点

の
通

信
の

距
離

及
び

速
度

そ
の

他
の
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2頁

 

 

二

施
行
日
か
ら
新
た
に
提
供
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
役
務

施
行
日
時
点
の
料
金
を
、
類
似
す
る
特
定
電
気
通
信
役

務
の
修
正
指
数
で
除
す
る
方
法

料
金

区
分

ご
と

の
料

金
額

 

Ｓ
ｉ

’
は

、
変

更
後

の
料

金
区

分
に

含
ま

れ
る

施
行

日
の

前
日

時
点

の
通

信
の

距
離

及
び

速
度

そ
の

他
の

料
金

区
分

に
対

応
す

る
電

気
通

信
役

務
の

令
和

四
年

度
に

お
け

る
供

給
量
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